
○国立大学法人お茶の水女子大学における公的研究費等の不正使用防止等に

関する規程 

  平成21年３月２日 

制      定 

改正 平成23年２月23日 平成25年３月25日  

平成26年７月29日 平成27年３月25日  

                          平成28年１月20日 平成28年３月25日  

                  平成28年５月27日 平成29年３月31日  

平成29年９月27日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学（以下「本学」という｡）にお

ける公的研究費等の不正使用等を防止するための体制に関し必要な事項を定め、

適切な運営・管理を図ることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 公的研究費等の運営・管理については、本学の諸規程及びその他関係法令

に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 （定義） 

第３条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。  

(1)  「役職員等」 本学の役員及び教職員（非常勤である者を含む。）、学生

（研究生その他本学において修学する者を含む。）、その他本学の業務を行う

者又は本学において教育研究活動に従事する者をいう。  

(2) 「公的研究費等」 本学で管理及び執行する経費のうち、本学の構成員の教

育研究活動のために執行される全ての経費をいう。 

(3) 「不正使用等」 公的研究費等の使用に関し、故意若しくは重大な過失によ

り、役職員等又は役職員等であった者が本学在籍中に行った次に掲げる行為を

いう。 

 イ 公的研究費等を本来の目的以外の用途で使用すること。 

 ロ 虚偽の請求に基づき公的研究費等を支出すること、その他法令等に違反し

て公的研究費等を支出すること。 

 ハ 虚偽その他法令及び本学の規程等に反する手段により公的研究費等を受給

すること。 



(4)  「部局」 学長戦略機構、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属

図書館、保健管理センター、基幹研究院、グローバル女性リーダー育成研究機

構、ヒューマンライフイノベーション開発研究機構、理系女性教育開発共同機

構、全学教育システム改革推進本部、国際本部、研究推進・社会連携・知的財

産本部、グローバル人材育成・男女共同参画推進本部、附属学校本部、各附属

学校、保育所、こども園、事務組織及びお茶大アカデミック・プロダクション

をいう。 

 （最高管理責任者） 

第４条 本学に、大学全体を統括し、公的研究費等の運営・管理について最終責任

を負う者（以下「最高管理責任者」という。）を置き、学長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は、国立大学お茶の水女子大学公的研究費等不正使用防止に関

する基本方針（以下「基本方針」という。）を策定・周知し、それらを実現する

ために必要な措置を講ずるとともに、次条及び第６条に規定する研究費コンプラ

イアンス統括管理責任者及び研究費コンプライアンス推進責任者が責任を持って

公的研究費等の運営・管理が行えるよう、適切に指導力を発揮しなければならな

い。 

 （研究費コンプライアンス統括管理責任者） 

第５条 本学に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の運営・管理について大

学全体を統括する実質的な責任を負い、権限を有する者（以下「研究費コンプラ

イアンス統括管理責任者」という。）を置き、研究を担当する副学長をもって充

てる。 

２ 研究費コンプライアンス統括管理責任者は、基本方針に基づき、大学全体の具

体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理

責任者に報告する。 

（研究費コンプライアンス推進責任者） 

第６条 部局に、部局における公的研究費等の運営・管理について実質的な責任を

負い、権限を有する者（以下「研究費コンプライアンス推進責任者」という。）

を置き、部局の長をもって充てる。ただし、本部にあっては、副学長（事務総括）

をもって充てる。 

２ 研究費コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げ

る業務を行う。 

(1)  部局における不正防止対策を実施し、実施状況を研究費コンプライアンス統



括管理責任者に報告する。  

(2)  不正防止を図るため、部局内の公的研究費等の運営・管理に関わる全ての役

職員等に対し、研究費コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督す

る。 

(3)  部局において、役職員等が適切に公的研究費等の管理・執行を行っているか

等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。  

（研究費コンプライアンス推進副責任者）  

第７条 部局に、研究費コンプライアンス推進責任者を補佐し、部局における公的

研究費等の運営・管理に関わる業務に従事する者（以下「研究費コンプライア

ンス推進副責任者」という。）を置くことができる。  

２ 研究費コンプライアンス推進責任者は、前項の研究費コンプライアンス推進副

責任者を置いたときは、速やかに、研究費コンプライアンス統括管理責任者に、

氏名及び職務範囲を報告しなければならない。これを変更したときも同様とす

る。 

（誓約書） 

第８条 最高管理責任者は、公的研究費等の使用条件及び本学が定めた関係諸規則

を遵守し、不正使用防止に係る規範意識の醸成を図るため、公的研究費等の運営・

管理に関わる役職員等に、誓約書の提出を求めるものとする。  

２  前項の誓約書の内容は、次に掲げる内容を満たしていなければならない。  

(1)  本学の規則等を遵守すること。  

(2)  不正を行わないこと。  

(3)  規則等に違反して、不正を行った場合には、本学や配分機関の処分及び法

的な責任を負担すること。  

３  最高管理責任者は、役職員等に対し、誓約書を提出しない場合には、公的研究

費等の運営・管理に関わらないよう命ずることができる。 

（通報窓口） 

第９条 公的研究費等の不正使用等に関する学内外からの通報及び相談に対し適切

な対応を行うため、研究協力課に通報窓口を置く。 

２ 公的研究費等の不正使用等があると発見したとき、又は不正使用等の疑いがあ

ると思料するに至ったときは、本学の役職員等及び取引業者等は、通報窓口を通

じ、公的研究費等の不正使用等に関する通報及び相談（以下「通報等」という。

）を行うことができる。  



３ 通報等の方法は、別に定める様式により当該窓口に提出するもののほか、電子

メール、書面、電話、ファクシミリ又は口頭により行うものする。 

４ 通報窓口では、下記の業務を行う。 

(1) 通報等の受付 

(2) 通報等及び提供された情報の整理並びに最高管理責任者への報告 

５ 本学の役員又は通報窓口の担当者以外の本学職員が通報等を受けた場合は、当

該通報者に対し、通報窓口に通報等を行うよう助言しなければならない。 

 （不正使用等調査手続）  

第１０条 前条の通報等があった場合は、最高管理責任者は、通報等の受付から３

０日以内に、その通報等の信頼性を判断し、調査を行うか否かを決定するととも

に、当該調査の要否を当該通報等に係る公的研究費等の配分機関に報告するもの

とする。報道機関や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合にも同様に取

り扱うものとする。 

２ 公的研究費等の不正使用等の調査手続に関し必要な事項は、別に定める。 

 （公的研究費等不正使用防止対策委員会） 

第１１条 本学における公的研究費等の不正使用等の防止に関する計画（以下「不

正使用防止計画」という。）を推進するため、最高管理責任者の下に、国立大学

法人お茶の水女子大学公的研究費等不正使用防止対策委員会（以下「不正使用防

止対策委員会」という。）を置く。 

２ 不正使用防止対策委員会は、次に掲げる業務を行う。  

(1) 公的研究費等の不正使用等の発生要因の調査及び資料収集に関すること 

(2) 不正使用防止計画の策定及び実施に関すること。  

(3) 不正使用防止計画に基づく実施に係る進捗状況の把握に関すること。 

(4)  公的研究費等の不正使用防止に係るコンプライアンス教育の理解度調査及

び啓発活動に関すること。  

(5) その他不正使用防止計画の推進に関すること。  

３ 不正使用防止対策委員会は、次に掲げる者をもって組織する。  

(1)  研究費コンプライアンス統括管理責任者  

(2) 基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員から選出

された教授又は准教授各 1 人 

(3) 財務課長及び研究協力課長   

(4) その他委員会が必要と認める者 



４ 不正使用防止対策委員会に委員長を置き、前項第１号の委員をもって充てる。 

５ 委員長は、委員会の業務を総括する。 

６ 委員長の業務を補佐するため副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって

充てる。 

７ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

８ 第３項第２号及び第４号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  

９ 第３項第２号の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

１０ 不正使用防止対策委員会に関する事務は、関係課の協力を得て、研究協力課

において行う。 

 （監査及びモニタリング体制）  

第１２条 公的研究費等の適正な運営・管理のため、監査室は全学的視点から、不

正使用防止対策委員会と連携の上、次に掲げる監査及びモニタリングを行う。  

(1) 不正使用等を防止する体制の検証 

(2) 不正の発生要因の検証  

（雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、公的研究費等の不正使用防止等に関し必

要な事項は、別に定める。  

附 則 

この規程は、平成21年３月２日から施行する。  

  附 則（平成23年２月23日） 

この規程は、平成23年２月23日から施行し、平成23年１月１日から適用する。  

附 則（平成25年３月25日） 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。  

附 則（平成26年７月29日） 

この規程は、平成26年８月１日から施行する。  

附 則（平成27年３月25日） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。  

附 則（平成28年１月20日） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。  

附 則（平成28年３月25日） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。  



附 則（平成28年５月27日） 

この規程は、平成28年５月27日から施行する。  

附 則（平成29年３月31日） 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。  

附 則（平成29年９月27日） 

この規程は、平成29年９月27日から施行する。  


